
 

 

 

2026 年５月 26 日 

各      位 

会 社 名 株式会社ヴィア・ホールディングス 

代 表 者 名 代表取締役社長  楠元  健一郎 

 （コード 7918、東証スタンダード市場） 

問い合わせ先 執行役員コーポレート企画部長 西村 良 

 電 話 番 号 0 3－ 5 1 5 5－ 6 8 0 1 

 

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動及び定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2026 年６月 26 日開催予定の第 90 回定時株主総会に

おける承認を条件として、監査等委員会設置会社へ移行に伴う、監査等委員会設置会社移行後の

役員の異動及び定款の一部変更について、同株主総会へ付議することを決議いたしましたので、

下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．監査等委員会設置会社への移行について 

（１） 移行の目的 

当社グループは、中期経営計画「未来計画 Next」に基づき、収益構造の再設計＆移行及

び人財総活躍モデルの進化を柱とする構造改革を推進しております。こうした中、経営環

境の変化に迅速かつ柔軟に対応するとともに、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポ

レート・ガバナンス体制のさらなる充実を図ること、並びに取締役会における業務執行権

限の委譲を通じて、意思決定の迅速化を図り、経営の透明性と機動性を両立する体制を構

築することを目的として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。 

（２） 移行の時期 

2026 年６月 26 日開催予定の第 90 回定時株主総会において、移行に必要な定款変更等

についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 

 

２．監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者 

監査等委員会設置会社への移行後の役員人事につきまして、下記のとおり内定いたしまし

た。なお、各取締役候補者の新役職につきましては、第 90 回定時株主総会を経て正式に決定

される予定です。 

（１） 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者 

氏名 新役職（予定） 現役職 

楠元 健一郎 代表取締役社長 同左 

石岡 健生 取締役兼専務執行役員 同左 

関川 周平 取締役兼常務執行役員 同左 

髙橋 康忠 社外取締役 同左 

（２） 監査等委員である取締役候補者 

氏名 新役職（予定） 現役職 

古川 徳厚 社外取締役（監査等委員） 社外取締役 

仮屋 裕一 社外取締役（監査等委員） 社外取締役 

枝 伸 社外取締役（監査等委員） 新任 

 



 

（３） 新任監査等委員である取締役候補者の略歴 

氏名 略歴 

枝 伸 1988 年４月 アサヒビール株式会社入社 

 2006 年９月 同社宣伝部 部長 

 2013 年９月 同社マーケティング第一部 部長 

 2019 年９月 同社四国統括本部 本部長 

 2021 年３月 同社北海道統括本部 本部長 

 2023 年３月 同社首都圏広域統括本部 執行役員本部長 

 2024 年３月 同社量販本部 執行役員本部長 

 2026 年４月 同社常勤監査役（現任） 

 

（４） 退任予定取締役 

氏名 現役職 

横川 正紀 取締役 

髙田 弘明 社外取締役 

北島 亜紀 社外取締役 

 

（５） 退任予定監査役 

氏名 現役職 

大島 政靖 常勤監査役 

湯山 朋典 社外監査役 

松隈 健児 社外監査役 

 

３．定款の一部変更について 

（１） 変更の目的 

監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会および監査等委員である取締役

に関する規定の新設、監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更をおこな

うものであります。 

（２） 変更の内容 

変更の内容は下記の通りであります。 
（下線部分は変更部分を示しております。） 

現行定款 変更案 
 

 第１条～第３条（条文省略） 
 

 第１条～第３条（現行どおり） 
 

（機関） 
 

（機関） 
 

第４条 当会社は、次の機関を置く。 
 

第４条 当会社は、次の機関を置く。 
 

１．取締役会 
 

１．取締役会 
 

２．監査役 
 

（削除） 
 

３．監査役会 
 

２．監査等委員会 
 

４．会計監査人 
 

３．会計監査人 
 

 第５条～第１１条（条文省略） 
 

 

 第５条～第１１条（現行どおり） 
 

 

（Ｃ種優先配当金） 
 

（Ｃ種優先配当金） 
 

第１１条の２ 当会社は、第４３条第１項の規定に従
い、事業年度末日を基準日とする剰余
金の配当をするときは、当該配当の基
準日の最終の株主名簿に記録されたＣ
種優先株式を有する株主（以下「Ｃ種
優先株主」という。）又はＣ種優先株
式の登録株式質権者（以下「Ｃ種優先
株式登録質権者」といい、Ｃ種優先株
主と併せて「Ｃ種優先株主等」という。）
に対し、第１１条の２９に定める支払

 

第１１条の２ 当会社は、第３９条第１項の規定に従
い、事業年度末日を基準日とする剰余
金の配当をするときは、当該配当の基
準日の最終の株主名簿に記録されたＣ
種優先株式を有する株主（以下「Ｃ種
優先株主」という。）又はＣ種優先株
式の登録株式質権者（以下「Ｃ種優先
株式登録質権者」といい、Ｃ種優先株
主と併せて「Ｃ種優先株主等」という。）
に対し、第１１条の２９に定める支払



 

現行定款 変更案 

順位に従い、Ｃ種優先配当金として、
Ｃ種優先株式１株につき、Ｃ種優先株
式の払込金額に年率８．５％を乗じて
算出した金額について、当該剰余金の
配当の基準日の属する事業年度の初日
（ただし、当該剰余金の配当の基準日
が２０２２年３月末日に終了する事業
年度に属する場合は、Ｃ種優先株式の
発行日）（同日を含む。）から当該剰余
金の配当の基準日（同日を含む。）ま
での期間の実日数につき、１年を３６
５日（ただし、当該事業年度に閏日を
含む場合は３６６日）として日割計算
により算出される金額（以下「Ｃ種優
先配当金額」という。）を支払う（ただ
し、除算は最後に行い、円単位未満小
数第３位まで計算し、その小数第３位
を四捨五入する。）。ただし、当該配当
の基準日の属する事業年度において、
第１１条の３に定めるＣ種期中優先配
当金を支払ったときは、その合計額を
控除した額を支払うものとする。また、
当該剰余金の配当の基準日から当該剰
余金の配当が行われる日までの間に、
当会社がＣ種優先株式を取得した場
合、当該Ｃ種優先株式につき当該基準
日に係る剰余金の配当を行うことを要
しない。 

順位に従い、Ｃ種優先配当金として、
Ｃ種優先株式１株につき、Ｃ種優先株
式の払込金額に年率８．５％を乗じて
算出した金額について、当該剰余金の
配当の基準日の属する事業年度の初日
（ただし、当該剰余金の配当の基準日
が２０２２年３月末日に終了する事業
年度に属する場合は、Ｃ種優先株式の
発行日）（同日を含む。）から当該剰余
金の配当の基準日（同日を含む。）ま
での期間の実日数につき、１年を３６
５日（ただし、当該事業年度に閏日を
含む場合は３６６日）として日割計算
により算出される金額（以下「Ｃ種優
先配当金額」という。）を支払う（ただ
し、除算は最後に行い、円単位未満小
数第３位まで計算し、その小数第３位
を四捨五入する。）。ただし、当該配当
の基準日の属する事業年度において、
第１１条の３に定めるＣ種期中優先配
当金を支払ったときは、その合計額を
控除した額を支払うものとする。また、
当該剰余金の配当の基準日から当該剰
余金の配当が行われる日までの間に、
当会社がＣ種優先株式を取得した場
合、当該Ｃ種優先株式につき当該基準
日に係る剰余金の配当を行うことを要
しない。 

 

②、③（条文省略） 
 

 

②、③（現行どおり） 
 

 

（Ｃ種期中優先配当金） 
 

（Ｃ種期中優先配当金） 
 

第１１条の３ 当会社は、第４３条第２項又は第３項
の規定に従い、事業年度末日以外の日
を基準日（以下「期中配当基準日」と
いう。）とする剰余金の配当（以下「期
中配当」という。）をするときは、期中
配当基準日の最終の株主名簿に記録さ
れたＣ種優先株主等に対して、第１１
条の２９に定める支払順位に従い、Ｃ
種優先株式１株につき、Ｃ種優先株式
の払込金額に年率８．５％を乗じて算
出した金額について、当該期中配当基
準日の属する事業年度の初日（ただし、
当該期中配当基準日が２０２２年３月
末日に終了する事業年度に属する場合
は、Ｃ種優先株式の発行日）（同日を
含む。）から当該期中配当基準日（同
日を含む。）までの期間の実日数につ
き、３６５日（ただし、当該事業年度
に閏日を含む場合は３６６日）で除し
た額（ただし、除算は最後に行い、円
単位未満小数第３位まで計算し、その
小数第３位を四捨五入する。）の金銭
による剰余金の配当（以下「Ｃ種期中
優先配当金」という。）を支払う。ただ
し、当該期中配当基準日の属する事業
年度において、当該期中配当までの間
に、本条に定めるＣ種期中優先配当金
を支払ったときは、その合計額を控除
した額とする。また、当該期中配当基
準日から当該期中配当が行われる日ま
での間に、当会社がＣ種優先株式を取
得した場合、当該Ｃ種優先株式につき
当該期中配当基準日に係る期中配当を
行うことを要しない。 

 

第１１条の３ 当会社は、第３９条第２項又は第３項
の規定に従い、事業年度末日以外の日
を基準日（以下「期中配当基準日」と
いう。）とする剰余金の配当（以下「期
中配当」という。）をするときは、期中
配当基準日の最終の株主名簿に記録さ
れたＣ種優先株主等に対して、第１１
条の２９に定める支払順位に従い、Ｃ
種優先株式１株につき、Ｃ種優先株式
の払込金額に年率８．５％を乗じて算
出した金額について、当該期中配当基
準日の属する事業年度の初日（ただし、
当該期中配当基準日が２０２２年３月
末日に終了する事業年度に属する場合
は、Ｃ種優先株式の発行日）（同日を
含む。）から当該期中配当基準日（同
日を含む。）までの期間の実日数につ
き、３６５日（ただし、当該事業年度
に閏日を含む場合は３６６日）で除し
た額（ただし、除算は最後に行い、円
単位未満小数第３位まで計算し、その
小数第３位を四捨五入する。）の金銭
による剰余金の配当（以下「Ｃ種期中
優先配当金」という。）を支払う。ただ
し、当該期中配当基準日の属する事業
年度において、当該期中配当までの間
に、本条に定めるＣ種期中優先配当金
を支払ったときは、その合計額を控除
した額とする。また、当該期中配当基
準日から当該期中配当が行われる日ま
での間に、当会社がＣ種優先株式を取
得した場合、当該Ｃ種優先株式につき
当該期中配当基準日に係る期中配当を
行うことを要しない。 

 

第１１条の４～第１１条の１０（条文省略） 
 

 

第１１条の４～第１１条の１０（現行どおり） 
   



 

現行定款 変更案 
 

（Ｄ種優先配当金） 
 

（Ｄ種優先配当金） 
 

第１１条の１１ 当会社は、第４３条第１項の規定に
従い、事業年度末日を基準日とする剰
余金の配当をするときは、当該配当の
基準日の最終の株主名簿に記録された
Ｄ種優先株式を有する株主（以下「Ｄ
種優先株主」という。）又はＤ種優先
株式の登録株式質権者（以下「Ｄ種優
先株式登録質権者」といい、Ｄ種優先
株主と併せて「Ｄ種優先株主等」とい
う。）に対し、第１１条の２９に定め
る支払順位に従い、Ｄ種優先配当金と
して、Ｄ種優先株式１株につき、Ｄ種
優先株式の払込金額に年率２．０％を
乗じて算出した金額について、当該剰
余金の配当の基準日の属する事業年度
の初日（ただし、当該剰余金の配当の
基準日が２０２２年３月末日に終了す
る事業年度に属する場合は、Ｄ種優先
株式の発行日）（同日を含む。）から当
該剰余金の配当の基準日（同日を含
む。）までの期間の実日数につき、１
年を３６５日（ただし、当該事業年度
に閏日を含む場合は３６６日）として
日割計算により算出される金額（以下
「Ｄ種優先配当金額」という。）を支
払う（ただし、除算は最後に行い、円
単位未満小数第３位まで計算し、その
小数第３位を四捨五入する。）。ただ
し、当該配当の基準日の属する事業年
度において、第１１条の１２に定める
Ｄ種期中優先配当金を支払ったとき
は、その合計額を控除した額を支払う
ものとする。また、当該剰余金の配当
の基準日から当該剰余金の配当が行わ
れる日までの間に、当会社がＤ種優先
株式を取得した場合、当該Ｄ種優先株
式につき当該基準日に係る剰余金の配
当を行うことを要しない。 

 

第１１条の１１ 当会社は、第３９条第１項の規定に
従い、事業年度末日を基準日とする剰
余金の配当をするときは、当該配当の
基準日の最終の株主名簿に記録された
Ｄ種優先株式を有する株主（以下「Ｄ
種優先株主」という。）又はＤ種優先
株式の登録株式質権者（以下「Ｄ種優
先株式登録質権者」といい、Ｄ種優先
株主と併せて「Ｄ種優先株主等」とい
う。）に対し、第１１条の２９に定め
る支払順位に従い、Ｄ種優先配当金と
して、Ｄ種優先株式１株につき、Ｄ種
優先株式の払込金額に年率２．０％を
乗じて算出した金額について、当該剰
余金の配当の基準日の属する事業年度
の初日（ただし、当該剰余金の配当の
基準日が２０２２年３月末日に終了す
る事業年度に属する場合は、Ｄ種優先
株式の発行日）（同日を含む。）から当
該剰余金の配当の基準日（同日を含
む。）までの期間の実日数につき、１
年を３６５日（ただし、当該事業年度
に閏日を含む場合は３６６日）として
日割計算により算出される金額（以下
「Ｄ種優先配当金額」という。）を支
払う（ただし、除算は最後に行い、円
単位未満小数第３位まで計算し、その
小数第３位を四捨五入する。）。ただ
し、当該配当の基準日の属する事業年
度において、第１１条の１２に定める
Ｄ種期中優先配当金を支払ったとき
は、その合計額を控除した額を支払う
ものとする。また、当該剰余金の配当
の基準日から当該剰余金の配当が行わ
れる日までの間に、当会社がＤ種優先
株式を取得した場合、当該Ｄ種優先株
式につき当該基準日に係る剰余金の配
当を行うことを要しない。 

 

②、③（条文省略） 
 

 

②、③（現行どおり） 
 

 

（Ｄ種期中優先配当金） 
 

（Ｄ種期中優先配当金） 
 

第１１条の１２ 当会社は、第４３条第２項又は第３
項の規定に従い、期中配当基準日を基
準日とする期中配当をするときは、期
中配当基準日の最終の株主名簿に記録
されたＤ種優先株主等に対して、第１
１条の２９に定める支払順位に従い、
Ｄ種優先株式１株につき、Ｄ種優先株
式の払込金額に年率２．０％を乗じて
算出した金額について、当該期中配当
基準日の属する事業年度の初日（ただ
し、当該期中配当基準日が２０２２年
３月末日に終了する事業年度に属する
場合は、Ｄ種優先株式の発行日）（同
日を含む。）から当該期中配当基準日
（同日を含む。）までの期間の実日数
につき、３６５日（ただし、当該事業
年度に閏日を含む場合は３６６日）で
除した額（ただし、除算は最後に行い、
円単位未満小数第３位まで計算し、そ
の小数第３位を四捨五入する。）の金
銭による剰余金の配当（以下「Ｄ種期
中優先配当金」という。）を支払う。た
だし、当該期中配当基準日の属する事
業年度において、当該期中配当までの
間に、本条に定めるＤ種期中優先配当
金を支払ったときは、その合計額を控
除した額とする。また、当該期中配当
基準日から当該期中配当が行われる日
までの間に、当会社がＤ種優先株式を

 

第１１条の１２ 当会社は、第３９条第２項又は第３
項の規定に従い、期中配当基準日を基
準日とする期中配当をするときは、期
中配当基準日の最終の株主名簿に記録
されたＤ種優先株主等に対して、第１
１条の２９に定める支払順位に従い、
Ｄ種優先株式１株につき、Ｄ種優先株
式の払込金額に年率２．０％を乗じて
算出した金額について、当該期中配当
基準日の属する事業年度の初日（ただ
し、当該期中配当基準日が２０２２年
３月末日に終了する事業年度に属する
場合は、Ｄ種優先株式の発行日）（同
日を含む。）から当該期中配当基準日
（同日を含む。）までの期間の実日数
につき、３６５日（ただし、当該事業
年度に閏日を含む場合は３６６日）で
除した額（ただし、除算は最後に行い、
円単位未満小数第３位まで計算し、そ
の小数第３位を四捨五入する。）の金
銭による剰余金の配当（以下「Ｄ種期
中優先配当金」という。）を支払う。た
だし、当該期中配当基準日の属する事
業年度において、当該期中配当までの
間に、本条に定めるＤ種期中優先配当
金を支払ったときは、その合計額を控
除した額とする。また、当該期中配当
基準日から当該期中配当が行われる日
までの間に、当会社がＤ種優先株式を
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取得した場合、当該Ｄ種優先株式につ
き当該期中配当基準日に係る期中配当
を行うことを要しない。 

取得した場合、当該Ｄ種優先株式につ
き当該期中配当基準日に係る期中配当
を行うことを要しない。 

 

第１１条の１３～第１１条の１９（条文省略） 
 

 

第１１条の１３～第１１条の１９（現行どおり） 
 

 

（Ｅ種優先配当金） 
 

（Ｅ種優先配当金） 
 

第１１条の２０ 当会社は、第４３条第１項の規定に
従い、事業年度末日を基準日とする剰
余金の配当をするときは、当該配当の
基準日の最終の株主名簿に記録された
Ｅ種優先株式を有する株主（以下「Ｅ
種優先株主」という。）又はＥ種優先
株式の登録株式質権者（以下「Ｅ種優
先株式登録質権者」といい、Ｅ種優先
株主と併せて「Ｅ種優先株主等」とい
う。）に対し、第１１条の２９に定め
る支払順位に従い、Ｅ種優先配当金と
して、Ｅ種優先株式１株につき、Ｅ種
優先株式の払込金額に年率３．０％を
乗じて算出した金額について、当該剰
余金の配当の基準日の属する事業年度
の初日（ただし、当該剰余金の配当の
基準日が２０２６年３月末日に終了す
る事業年度に属する場合は、Ｅ種優先
株式の発行日）（同日を含む。）から当
該剰余金の配当の基準日（同日を含
む。）までの期間の実日数につき、１
年を３６５日（ただし、当該事業年度
に閏日を含む場合は３６６日）として
日割計算により算出される金額（以下
「Ｅ種優先配当金額」という。）を支
払う（ただし、除算は最後に行い、円
単位未満小数第３位まで計算し、その
小数第３位を四捨五入する。）。ただ
し、当該配当の基準日の属する事業年
度において、第１１条の２１に定める
Ｅ種期中優先配当金を支払ったとき
は、その合計額を控除した額を支払う
ものとする。また、当該剰余金の配当
の基準日から当該剰余金の配当が行わ
れる日までの間に、当会社がＥ種優先
株式を取得した場合、当該Ｅ種優先株
式につき当該基準日に係る剰余金の配
当を行うことを要しない。 

 

第１１条の２０ 当会社は、第３９条第１項の規定に
従い、事業年度末日を基準日とする剰
余金の配当をするときは、当該配当の
基準日の最終の株主名簿に記録された
Ｅ種優先株式を有する株主（以下「Ｅ
種優先株主」という。）又はＥ種優先
株式の登録株式質権者（以下「Ｅ種優
先株式登録質権者」といい、Ｅ種優先
株主と併せて「Ｅ種優先株主等」とい
う。）に対し、第１１条の２９に定め
る支払順位に従い、Ｅ種優先配当金と
して、Ｅ種優先株式１株につき、Ｅ種
優先株式の払込金額に年率３．０％を
乗じて算出した金額について、当該剰
余金の配当の基準日の属する事業年度
の初日（ただし、当該剰余金の配当の
基準日が２０２６年３月末日に終了す
る事業年度に属する場合は、Ｅ種優先
株式の発行日）（同日を含む。）から当
該剰余金の配当の基準日（同日を含
む。）までの期間の実日数につき、１
年を３６５日（ただし、当該事業年度
に閏日を含む場合は３６６日）として
日割計算により算出される金額（以下
「Ｅ種優先配当金額」という。）を支
払う（ただし、除算は最後に行い、円
単位未満小数第３位まで計算し、その
小数第３位を四捨五入する。）。ただ
し、当該配当の基準日の属する事業年
度において、第１１条の２１に定める
Ｅ種期中優先配当金を支払ったとき
は、その合計額を控除した額を支払う
ものとする。また、当該剰余金の配当
の基準日から当該剰余金の配当が行わ
れる日までの間に、当会社がＥ種優先
株式を取得した場合、当該Ｅ種優先株
式につき当該基準日に係る剰余金の配
当を行うことを要しない。 

 

②、③（条文省略） 
 

 

②、③（現行どおり） 
 

 

（Ｅ種期中優先配当金） 
 

（Ｅ種期中優先配当金） 
 

第１１条の２１ 当会社は、第４３条第２項又は第３
項の規定に従い、期中配当基準日を基
準日とする期中配当をするときは、期
中配当基準日の最終の株主名簿に記録
されたＥ種優先株主等に対して、第１
１条の２９に定める支払順位に従い、
Ｅ種優先株式１株につき、Ｅ種優先株
式の払込金額に年率３．０％を乗じて
算出した金額について、当該期中配当
基準日の属する事業年度の初日（ただ
し、当該期中配当基準日が２０２６年
３月末日に終了する事業年度に属する
場合は、Ｅ種優先株式の発行日）（同
日を含む。）から当該期中配当基準日
（同日を含む。）までの期間の実日数
につき、３６５日（ただし、当該事業
年度に閏日を含む場合は３６６日）で
除した額（ただし、除算は最後に行い、
円単位未満小数第３位まで計算し、そ
の小数第３位を四捨五入する。）の金
銭による剰余金の配当（以下「Ｅ種期
中優先配当金」という。）を支払う。た
だし、当該期中配当基準日の属する事
業年度において、当該期中配当までの
間に、本条に定めるＥ種期中優先配当

 

第１１条の２１ 当会社は、第３９条第２項又は第３
項の規定に従い、期中配当基準日を基
準日とする期中配当をするときは、期
中配当基準日の最終の株主名簿に記録
されたＥ種優先株主等に対して、第１
１条の２９に定める支払順位に従い、
Ｅ種優先株式１株につき、Ｅ種優先株
式の払込金額に年率３．０％を乗じて
算出した金額について、当該期中配当
基準日の属する事業年度の初日（ただ
し、当該期中配当基準日が２０２６年
３月末日に終了する事業年度に属する
場合は、Ｅ種優先株式の発行日）（同
日を含む。）から当該期中配当基準日
（同日を含む。）までの期間の実日数
につき、３６５日（ただし、当該事業
年度に閏日を含む場合は３６６日）で
除した額（ただし、除算は最後に行い、
円単位未満小数第３位まで計算し、そ
の小数第３位を四捨五入する。）の金
銭による剰余金の配当（以下「Ｅ種期
中優先配当金」という。）を支払う。た
だし、当該期中配当基準日の属する事
業年度において、当該期中配当までの
間に、本条に定めるＥ種期中優先配当
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金を支払ったときは、その合計額を控
除した額とする。また、当該期中配当
基準日から当該期中配当が行われる日
までの間に、当会社がＥ種優先株式を
取得した場合、当該Ｅ種優先株式につ
き当該期中配当基準日に係る期中配当
を行うことを要しない。 

金を支払ったときは、その合計額を控
除した額とする。また、当該期中配当
基準日から当該期中配当が行われる日
までの間に、当会社がＥ種優先株式を
取得した場合、当該Ｅ種優先株式につ
き当該期中配当基準日に係る期中配当
を行うことを要しない。 

 

第１１条の２２～第１７条の２（条文省略） 
 

第１１条の２２～第１７条の２（現行どおり） 
 

第４章 取締役 
 

第４章 取締役及び取締役会 
 

（取締役の選任） 
 

（取締役の選任） 
 

第１８条 取締役は株主総会の決議によって選任す
る。 

 

第１８条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ
以外の取締役を区別して、株主総会の決議
によって選任する。 

 

②、③（条文省略） 
 

 

②、③（現行どおり） 
 

 

（取締役の員数） 
 

（取締役の員数） 
 

第１９条 当会社の取締役は１２名以内とする。 
 

第１９条 当会社の取締役（監査等委員である取締役
を除く。）は１２名以内とする。 

 

（新設） 
 

② 当会社の監査等委員である取締役は、５名
以内とする。 

 

（取締役の任期） 
 

（取締役の任期） 
 

第２０条 取締役の任期は選任後２年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株
主総会終結の時までとする。 

 

第２０条 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
の任期は選任後１年以内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会
終結の時までとする。 

 

（新設） 
 

② 監査等委員である取締役の任期は選任後２
年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会終結の時までとす
る。 

 

② 補欠又は増員により選任された取締役の任
期は他の現任取締役の任期の満了する時ま
でとする。 

 

③ 任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員
である取締役の任期は退任した監査等委員
である取締役の任期の満了する時までとす
る。 

 

第５章 取締役会 
 

（削除） 
 

第２１条～第２２条（条文省略） 
 

第２１条～第２２条（現行どおり） 
 

 

（取締役会の招集） 

 

（取締役会の招集） 

 

第２３条（条文省略） 
 

第２３条（現行どおり） 
 

② 前項の招集は、各取締役及び各監査役に対
し会日より２日前までに、その通知を発す
るものとする。ただし、緊急の場合にはこ
の期間を短縮することができる。 

 

② 前項の規定にかかわらず、監査等委員会が
選定する監査等委員は、取締役会を招集す
ることができる。 

 

（新設） 
 

③ 前二項の招集は、各取締役に対し会日より
２日前までに、その通知を発するものとす
る。ただし、緊急の場合にはこの期間を短
縮することができる。 

 

（新設） 
 

④ 取締役の全員の同意があるときは、招集の
手続を得ないで取締役会を招集することが
できる。 

 

（代表取締役及び役付取締役） 
 

（代表取締役及び役付取締役） 
 

第２４条 当会社は、取締役会の決議によって、代表
取締役を選定する。 

 

 

第２４条 当会社は、取締役会の決議によって、取締
役（監査等委員である取締役を除く。）の
中から、代表取締役を選定する。 

 

 

②（条文省略） 
 

②（現行どおり） 
 

③ 取締役会はその決議によって、取締役社長
１名を選定し、必要により取締役会長１名、
取締役副会長、取締役副社長、専務取締役
及び常務取締役各若干名を選定することが
できる。 

 

③ 取締役会はその決議によって、取締役（監
査等委員である取締役を除く。）の中から、
取締役社長１名を選定し、必要により取締
役会長１名、取締役副会長、取締役副社長、
専務取締役及び常務取締役各若干名を選定
することができる。 

 

第２５条（条文省略） 
 

第２５条（現行どおり） 
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（新設） 
 

（重要な業務執行の決定の委任） 
 

（新設） 
 

第２６条 当会社は会社法第３９９条の１３第６項の
規定により、取締役会の決議によって重要
な業務執行（同条第５項各号に掲げる事項
を除く。）の決定の全部又は一部を取締役
に委任することができる。 

 

第２６条（条文省略） 
 

第２７条（現行どおり） 
 

（取締役の報酬等） 
 

（取締役の報酬等） 
 

第２７条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によっ
て定める。 

 

第２８条 取締役の報酬等は、監査等委員である取締
役とそれ以外の取締役を区別して、株主総
会の決議によって定める。 

 

（取締役の責任免除） 
 

（取締役の責任免除） 
 

第２８条（条文省略） 
 

第２９条（現行どおり） 
 

② 当会社は、取締役（業務執行取締役等であ
る者を除く）との間で、会社法第４２３条
第１項の賠償責任について法令に定める要
件に該当する場合には、賠償責任を限定す
る契約を締結することができる。ただし、
当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法
令の定める額とする。 

 

② 当会社は、取締役（会社法第２条第１５号
イに定める業務執行取締役等である者を除
く）との間で、会社法第４２３条第１項の
賠償責任について法令に定める要件に該当
する場合には、賠償責任を限定する契約を
締結することができる。ただし、当該契約
に基づく賠償責任の限度額は、法令の定め
る額とする。 

 

第６章 監査役及び監査役会 
 

第５章 監査等委員会 
 

（監査役の員数） 
 

（削除） 
 

第２９条 当会社の監査役は、５名以内とする。 
 

（削除） 
 

（監査役の選任） 
 

（削除） 
 

第３０条 監査役は、株主総会の決議によって選任す
る。 

 

 

（削除） 
 

 

② 監査役の選任決議は、議決権を行使するこ
とができる株主の議決権の３分の１以上を
有する株主が出席し、その議決権の過半数
をもって行う。 

 

（削除） 

 

（監査役の任期） 
 

（削除） 
 

第３１条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会終結の時までとする。 

 

（削除） 

 

② 補欠として選任された監査役の任期は、退
任した監査役の任期の満了する時までとす
る。 

 

（削除） 

 

③ 会社法第３２９条第３項に基づき選任され
た補欠監査役の選任決議が効力を有する期
間は、選任後４年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主総会の
開始の時までとする。 

 

（削除） 

 

（常勤監査役） 
 

（常勤監査等委員） 
 

第３２条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役
を選定する。 

 

第３０条 監査等委員会は、その決議によって、監査
等委員の中から常勤の監査等委員を選定す
ることができる。 

 

（監査役会の招集通知） 
 

（監査等委員会の招集通知） 
 

第３３条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、
会日の２日前までに発する。（以下条文省
略） 

 

第３１条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員
に対し、会日の２日前までに発する。（以
下現行どおり） 

 

（新設） 
 

② 監査等委員の全員の同意があるときは、招
集の手続を得ないで監査等委員会を招集す
ることができる。 

 

（監査役会の決議の方法） 
 

（監査等委員会の決議の方法） 
 

第３４条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがあ
る場合を除き監査役の過半数をもって行
う。 

 

第３２条 監査等委員会の決議は、議決に加わること
ができる監査等委員の過半数が出席してそ
の過半数をもって行う。 

 

（監査役会規則） 
 

（監査等委員会規則） 



 

現行定款 変更案 
 

第３５条 監査役会に関する事項は、法令又は定款に
定めるもののほか監査役会において定める
監査役会規則による。 

 

第３３条 監査等委員会に関する事項は、法令又は定
款に定めるもののほか監査等委員会におい
て定める監査等委員会規則による。 

 

（監査役の報酬等） 
 

（削除） 
 

第３６条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によっ
て定める。 

 

 

（削除） 
 

 

（監査役の責任免除） 
 

（削除） 
 

第３７条 当会社は、取締役会の決議によって、監査
役（監査役であった者を含む）の会社法第
４２３条第１項の賠償責任について法令に
定める要件に該当する場合には、賠償責任
額から法令に定める最低責任限度額を控除
して得た額を限度として免除することがで
きる。 

 

（削除） 

 

② 当会社は、社外監査役との間で、会社法第
４２３条第１項の賠償責任について法令に
定める要件に該当する場合には、賠償責任
を限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度
額は、法令の定める額とする。 

 

（削除） 

 

第７章 会計監査人 
 

第６章 会計監査人 

 

第３８条～第３９条（条文省略） 
 

第３４条～第３５条（現行どおり） 
 

（会計監査人の報酬等） 
 

（会計監査人の報酬等） 
 

第４０条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査
役会の同意を得て定める。 

 

第３６条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査
等委員会の同意を得て定める。 

 

第４１条（条文省略） 
 

第３７条（現行どおり） 
 

第８章 計算 
 

第７章 計算 
 

第４２条～第４４条（条文省略） 
 

第３８条～第４０条（現行どおり） 
 

（新設） 
 

（附則） 
 

（新設） 
 

（監査等委員会設置会社移行前の監査役の責任免除に
関する経過措置） 

 

 
 

１ 令和８年３月３１日に終了する事業年度に関する
定時株主総会の終結前の行為に関する会社法第４
２３条第１項に定める監査役（監査役であった者
を含む。）の損害賠償責任の取締役会の決議によ
る免除については、なお同定時株主総会の決議に
よる変更前の定款第３７条第１項の定めによる。 

 

 
 

 

２ 令和８年３月３１日に終了する事業年度に関する
定時株主総会の終結前の行為に関する会社法第４
２３条第１項に定める社外監査役（社外監査役で
あった者を含む。）の損害賠償責任を限定する契
約については、なお同定時株主総会の決議による
変更前の定款第３７条第２項の定めによる。 

 

 
 

以上 


